
独立行政法人国際協力機構

契約担当役　理事

調達管理番号

調達件名

目的

業務種別

仕様等

履行期間 2022年9月1日 ～ 2027年11月30日

選定方法

業務量（人月）想定

2022年6月21日 12時00分

プロポーザル提出期限 2022年7月8日 12時00分

その他

以上

https://www.jica.go.jp/announce/notice/distribution.html

その他詳細は企画競争説明書による

（配付資料ありの場合のみ）
配付依頼受付期限及び方法

コンサルタント等契約-業務実施契約－【事業実施・支援業務】技術協
力プロジェクト

企画競争説明書による

企画競争

公告・公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。

日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であるこ
と。

その他、企画競争説明書に記載の参加要件に該当すること

契約事務取扱細則第４条に該当しないこと
競争参加資格

公示

独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則（平成１５年細則(調)第８号）（以下「細則」とい
う。）に基づき下記のとおり公示します。

2022年6月15日

22a00216

パレスチナ市場志向型農業普及主流化プロジェクト

先行案件の「市場志向型農業のための農業普及改善プロジェクト」
（2017年7月～2022年2月）の実施を通じ、パレスチナ農業庁の農業普
及関係職員が市場志向型の営農・技術指導を実践できるよう、普及業
務の改善を支援してきた。その結果、農家グループに対する普及手法
が確立され、「EVAP普及パッケージ」としてまとめられた。現状、
EVAP普及パッケージは、普及員によるアクセスが容易な、営農グルー
プを形成する農家にのみ提供されており、組織化されていない多くの
農家に対しては依然として普及サービスを提供できていない状況であ
る。かかる状況において、パレスチナは我が国に対し、「市場志向型
農業普及主流化プロジェクト」の実施を要請した。本事業は、EVAP普
及パッケージの面的展開及びグループや組合等に属していない、EVAP
普及パッケージでカバーできない農家に対する支援方法の開発を通
じ、パレスチナ農業庁、県農業局関係者の普及実施体制・能力強化を
図り、全国の多様な農家が生計向上のための普及サービスを受けられ
ることを目指すものである。

71.48  人月


